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感染症に対応した学校生活について 

 

 

標記につき、学校生活を送る上で、以下のことを原則として守ってください。 

 

① 手洗いの励行（最低でも咳・くしゃみ、鼻をかんだ後、登校時、食事前、体育の前後、共有教材の使用

前に実施） 

 手が「綺麗な状態である」ことを前提として授業等の教育活動を行います。 

② 換気の徹底 

 学校内ではこまめに換気を行います。換気による室温変化に備え、服装を調整してください。 

③ 咳エチケットの励行 

咳やくしゃみをする場合には、ハンカチ・ティッシュ等で口・鼻を覆う、あるいはマスクを着用しま

しょう。清潔なハンカチ・ティッシュに加え、当面の間、マスクを持参しましょう。 

④ 体調不良時 

体調不良時、（発熱等症状がある場合）無理をせず自宅療養してください。 

 
 

 ＜学校感染症（新型コロナウイルス感染症含む）のため欠席・早退をした後学校生活へ復帰する方法＞ 

 

学校感染症のため 
欠席・早退 
した場合 

 
（コロナ感染症含） 

 

登校再開時には、以下の書類を持参し保健室へ登校してください。 
 
・インフルエンザの場合：発症後 5日経過かつ解熱後 2日を経過しなければ登校
できません。「インフルエンザ・新型コロナウィルス感染症経過報告書」を持
参して保健室へ登校してください。 

 
・新型コロナウイルス感染症の場合：発症した後 5日を経過し、かつ、症状が軽
快した後 1 日を経過するまで登校できません。保護者による「インフルエン
ザ・新型コロナウイルス感染症経過報告書」を持参して保健室へ登校してくだ
さい。 

 
・インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症以外の学校感染症の場合： 
「学校感染症登校許可証明書」を持参して保健室へ登校してください。 
 
＊保健室での書類確認・健康確認の結果、直ちに帰宅となる場合もあります。 
＊「インフルエンザ・新型コロナウイルス感染症経過報告書」については、学校
ホームページ「普通部生へのお知らせ・保健関連」によりダウンロードが可能
です。 

 
「学校感染症登校許可証明書」は健康手帳の最終頁に入っています。 
 

 

 

※保健室閉室時の対応は、部会により対応が異なる場合があります。担当教員から指示を受けてください。 


